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各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書 － 連結親法人が普

通法人（特定の医療法人を除く。）である連結法人の分 
 

１ この届出書の用途  

⑴ この届出書は､普通法人（特定の医療法人を除きます｡）である連結親法人に係る連結子法人が、

法第81条の25 ((連結子法人の個別帰属額等の届出))の規定により、当該連結子法人の本店又は主た

る事務所の所在地の所轄税務署長に個別帰属額等を記載した書類（個別帰属額及びその計算の基礎

を記載した書類）を提出する場合の「個別帰属額を記載した書類」として使用します。 

⑵ この届出書は､普通法人（特定の医療法人を除きます。）である連結法人が連結確定申告書に添付

する個別帰属額及びその計算の基礎を記載した書類を作成する場合の「個別帰属額を記載した書

類」として使用します。 

なお、連結子法人分は、⑴により作成したものの写しを使用することとして差し支えありません。 

(注) 個別帰属額の計算の基礎を記載した書類の作成に当たっては、別表三㈡～別表十七を使用してく

ださい。なお、連結確定申告書の別表の写しを使用することとして差し支えありません。また、⑵

の場合（連結確定申告書の添付書類）に作成する連結子法人分の個別帰属額の計算の基礎を記載し

た書類については、連結確定申告書への添付を省略することができます。 

 

２ 各欄の記載要領  

欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

 

 

 

 

別表一の二㈠の「同非区分」に表示する連結親法人

の区分を表示します。 
この欄は、各連結法人

の「同非区分」を表示す

るものではなく、連結親

法人の「同非区分」を表

示するものです。 

「旧所在地及び旧法人

名」 

当期中に連結親法人の納税地若しくは連結子法人

の所在地又は法人名に変更があった場合には、旧納税

地若しくは旧所在地又は旧法人名を記載します。 

 

「※税務署処理欄」 原則として記載する必要はありません。 

ただし、「売上金額」欄については、損益計算書の

売上（収入）金額の合計額（雑収入、営業外収益及び

特別利益を除きます。）を100万円単位（100万円未満

の端数は切り上げます。）で記載してください。 

売上金額は、消費税の

事業者免税点の参考と

なり、また税務署におけ

る事務の効率化にもつ

ながることから、記載を

お願いしています。 

 

 

 

 

 

税務署から送付する用紙以外の用紙を使用してい

るため、翌連結事業年度以降、個別帰属額等届出書付

表セット及び勘定科目内訳明細書の送付が不要な場

合には「否」欄に○をします。 

なお、現在、「送付不要」としている連結法人が、

翌連結事業年度以降、個別帰属額等届出書付表セット

 

 

  否  
要 別 表 等

送付要否
否 

  同
非
区
分 

同族会社 非同族会社
非同族の
同族会社

 特 定
同族会社
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

及び勘定科目内訳明細書の送付が必要となった場合

には「要」に○をしてください。 

 

 

税理士法第30条 ((税務代理の権限の明示))に規定す

る書面を届出書に添付する場合には、○をしてくださ

い。 

 

 

「連結事業年度分の 

申告に係る届出書」 

空欄には、次の区分に応じ､それぞれ次により記載し

ます｡ 

⑴ 連結確定申告に係るもの………………「連結確定」

⑵ 連結確定申告の修正申告に係るもの…「修正連結確

定」 

⑶ 期限後申告に係るもの…………………「期限後連結

確定」 

⑷ 更正に係るもの…………………………「更正申告」

⑸ 決定に係るもの…………………………「決定申告」

⑷又は⑸の場合には、

空欄に「更正」又は「決

定」と記載するととも

に、左のように「申告」

を二重線で消してくだ

さい。 

「個別所得金額又は個

別欠損金額１」 

次の連結法人の区分に応じ、それぞれ次により記載し

ます。 

⑴ 別表七の二付表二「27」に金額の記載のある

連結法人 

  別表四の二付表「46の①」の金額を中段の(イ)

に記載し、別表七の二付表二「27」の金額を下段

の(ロ)に記載し、(イ)の金額と(ロ)の金額を合計

した金額を上段に記載します。 

⑵ ⑴以外の連結法人 

  別表四の二付表「46の①」の金額を中段の(イ)

に記載し、同額を上段に記載します。 

 

「個別リース特別控除

取戻税額５」 

 法第 4 条の 5 第 1 項((連結納税の承認の取消し等))

の規定により法第4条の2の承認を取り消された日の

前日の属する連結事業年度で、次に掲げる規定の適用

により加算することとされている金額がある場合に

は、その金額についてもこの欄に記載してください。

① 措置法第 68条の 9第 10項 ((連結納税の承認を取

り消された場合の試験研究費の額に係る法人税額))

② 措置法第 68条の 10第 5項((連結納税の承認を取

り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設

備等に係る法人税額)) 

③ 措置法第 68条の 11第 7項((連結納税の承認を取

り消された場合の中小連結法人の機械等に係る法

人税額)) 

この場合、その金額の

計算に関する明細を別

紙に記載して添付して

ください。 

 税 理 士 法 第 3 0 条
の 書 面 提 出 有
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

④ 措置法第 68条の 12第 7項((連結納税の承認を取

り消された場合の事業基盤強化設備に係る法人税

額)) 

⑤ 措置法第 68条の 13第 4項((連結納税の承認を取

り消された場合の沖縄の特定地域における工業用

機械等に係る法人税額)) 

⑥ 措置法第 68条の 14第 7項((連結納税の承認を取

り消された場合の沖縄の特定中小連結法人の経営

革新設備等に係る法人税額)) 

⑦ 措置法第 68条の 15第 7項((連結納税の承認を取

り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人

税額)) 

⑧ 平成18年改正法附則第132条((連結法人が情報通

信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除

に関する経過措置))の規定によりなおその効力を有

するものとされる平成18年改正前の措置法第68条

の 15第 12項 ((連結納税の承認を取り消された場合

の情報通信機器等に係る法人税額)) 

「連結法人税個別帰属

額計10」 

 

 

 

 

 

その連結法人につき措置法第68条の67第1項に規定

する使途秘匿金の支出がある場合には、使途秘匿金の支

出額の 40％相当額をこの欄の上段に外書として記載し

ます。 

 

この場合、「個別控除税

額11」及び「差引連結所

得に対する連結法人税個

別帰属額12」の欄の記載

に当たっては、この外書

きをした金額を「10」に

含めて計算します。 

「連結欠損金の繰戻し

による還付金の個別帰

属額13」及び「この届出

が修正申告等によるも

のである場合」の各欄の

外書 

法第81条の31 ((連結欠損金の繰戻しによる還付))の

規定により還付の請求をした法人税の額（その連結法人

に帰せられるものに限ります。）で還付されていないも

のがあるときに、当該金額を記載します。 

 

 

「連結欠損金の繰戻し

による還付金の個別帰

属額13」 

 

 

 

修正申告をする場合において、法第 81 条の 31 第 4

項((連結欠損金の繰戻しによる還付))において準用す

る法第80条第 6項((欠損金の繰戻しによる還付))の規

定により還付をする金額に係る還付加算金があると

きは、その還付加算金の額（その連結法人に帰せられ

るものに限ります。）を含めて記載します。 

 

「この届出の基因とな

った申告等により増加

「14」の金額から「18」の金額を減算した金額がマイ

ナスとなる場合には、そのマイナスの金額（△印を付け
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

又は減少する連結法人

税個別帰属額 ⒁－⒅ 19」 

ます。）を記載します。 

「連結親法人が中小法

人の場合」の各欄 

 

連結親法人が法第81条の12第2項 ((中小法人の各連

結事業年度の連結所得に対する法人税の税率))の規定の

適用を受ける場合に記載します。 

 

 
 




